
新潟県中越沖地震が発生して3ケ 月が経った。地震が起

きたのは真夏だったが、もう間もなく雪が降り始めようと

している。雪が降るようになると、自宅が壊れた方々には、

仮設住宅に移ることができた人たちも含めて厳しい生活が

待っている。壊れた住宅に住んでいた方にはお年寄 りが多

いとも聞く。被災地市町村職員の方々は、雪が降り始める

までにできるだけのことをしようと、毎日奔走されている

に違いない。

今回の地震は震源が陸域近くの海底下だったため、原発

が予想外の大きな被害を受けて全面稼働停止の事態となっ

た。首都圏では猛暑のなか、電力不足で運転自粛を要請さ

れた事業所も出るなど、電力確保が綱渡りを余儀なくされ、

火力発電所の再開で二酸化炭素のタト出量が急増して、日本

全体が様々な影響を受けている。

本稿では、新潟県中越沖地震による原発火災と原発の耐

震性について考えてみたい。
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東京電力柏崎刈羽原子力発電所では、地震直後に変圧器

から出火し、公設消防が地震後の出動要請殺到を押して出

動し消火するまで、 2時 間近 く黒煙を上げて燃え続けて、

住民に不安を与えた。

また、構内は地面が波うち、至る所に地盤沈下、陥没、

段差ができ、配管は破断し、建物や施設は歪んだり亀裂が

入ったりして惨愴たる状況になった。今回の地震の公式の

最大震度は6強 だが、原発構内は震度 7だ ったとの推定も

ある。

建物の亀裂から雨水が浸入して30トンの水が溜まったと

か、消火配管が破断して水が漏れ、建物と配管やケーブル

との間にできた隙間から浸入して、地下 5階 部分に2,000

トンもの水が溜まっている、などとの報道もあった。

牧 野 恒 一

6号機の使用済み燃料プールからあふれた水の一部が非

管理区域に漏れ出し、最終的に微量の放射性物質が海に流

出したほか、 7号 機の排気筒から原子炉の緊急停止操作手

順ミスで微量の放射性物質が放出されるなど、微量とはい

え放射性物質が原発の外部に漏れ出すという事態も2件発

生した。

地震後、広大な構内の点検が進んでくると、地震直後と

は違った衝撃的な事実も次第に明らかになってきた。

重さが310トンもある6号 機の鉄製の天丼クレーンが破

損したのはショックだった。このクレーンは、耐震強度の

クラス分けがA、 B、 Cの 3分類のうちBク ラスに位置づ

けられてお り、建築基準法の規定などと比べて1.8倍の耐

震強度が要求されていたからだ。

だが、最も衝撃的だったのは、 7号 機の点検で、核分裂

反応を抑える制御棒のうち 1本が抜けなくなっていたこと

が判明した、というlo月18日の東電の発表だ。 7号機は地

震発生当時運転中で、直後に全制御棒が挿入されて緊急停

止してはいるが、その制御棒が地震により変形したり損傷

したりしていた可能性を示すものだからだ。制御棒は原発

の最重要部品の一つで、当然Aク ラスの耐震強度が要求さ

れている。これが 1本 でも変形 ・損傷したのだとすると、

原発の耐震安全性について、根本から見直す必要が出てく

る可能性もある。 7号機は地震時に原子炉圧力容器が閉ま

っていた6基 のうち、最初に炉心の点検を開始したものだ。

今後、他の炉の点検カリ順次行われるはずだが、その結果が

どうなるのか、全 く目が離せなくなった。

|||■・
新潟県中越沖地震発生直後に国民を驚かせたのは、原発

構内で火災が発生し、 2時 間あまりも燃え続けた映像だ。

国内のマスコミの取 り上げ方が比較的落ち着いていたため

か、放射能漏れなどの 「原子力災害」を連想して周辺住民
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がパニックになるなどの混乱は避けられた。だが、

海外ではチェルノブイリ並みの扱いをしたメディ

アもあったようで、新潟市内で試合を予定してい

た外国のサッカーチームが急遠来日を取 りやめる

などの影響もあったと聞く。

東電では消防へのホットラインのある部屋の扉

が地震で開かなくなってしまったため、普通の電

話で119番通報 したが、輻較でなかなか通ぜず、

一方、公設消防は出動要請の殺到で出払ってしま

っていた。それらの結果、消防が構内に出動して

消火するまでに2時 間も要してしまったというこ

とだ。

今回の変圧器の火災で最も問題なのは、公設消

防に頼らなければ消火できなかったことだ。地震

時でなければ、自衛消防隊も動員でき屋外消火栓

も使えるので、自前で消火できた可能性はある。

だが、地震でその前提が崩れたため、消火できな

くなってしまったのだ。

火災発生時に構内には職員や関連会社職員など相当数の

人がいたが、それぞれ地震に伴って発生した他の事象の対

応に追われ、火災対応のために動員できたのは、消火訓練

を受けていない4人 にとどまった。

報道によれば、この点については、平成17年 6月 に

IAEA(国 際原子力機関)の 運転管理評価チームの評価報

告書で 「火災対策を専門に担当する組織が存在しない」な

どと指摘されており、「火災対策の組織や火災訓練を強化

する必要がある」などの改善が求められていた。東電では

評価後に改善に着手し、消防署の指導で消火訓練などを行

って2006年5月 の再評価で 「課題は解決した」との評価を

受けていたということだが、地震による原発施設の損傷と

火災との同時発生の場合の体制としては十分ではなかった

ことになる。

難験物糠設の使用停止命令|

今回の火災で若干違和感があったのは、柏崎市長が消防

法に基づき構内の危険物施設に使用停止命令をかけたこと

だ。燃えたのは確かに変圧器のなかの油だが、消防法上、

この種の施設は危険物施設としては扱わないことになって

いたはずだからだ。危険物行政に詳しい消防関係者は 「あ

れっ ?」 と思ったことだろう。

原発構内には、3,000キロリットルの特定屋外タンク 1

基を初め50を超える危険物施設があるし、屋外消火栓配管

などの損傷 もひどかった。このため、(法的には危険物施

新潟県中越沖地震被災地の状況

設でないとはいえ)火 災を起こした変圧器の油に着 目し、

構内の危険物施設の危険性を総合的に判断して使用停止命

令に踏み切った、ということだろう。消防長にはなかなか

難しい判断だが、市民が最も必要としている時に大事な消

防部隊を (絶対安全なはずの)原 発構内の火災に割かざる

を得なかった被災地市長の判断としてはよかったのではな

かろうか。多くの国民も納得したに違いない。

1酌 地震火災対策はどうすべきか

原発の火災対策で最も重要なことは、それが 「原子力災

害」に結びつかないようにすることだ。火災が原因で原発

の制御機構が破壊され、核反応が制御不能に陥ったり、大

量の放射能漏れが起こったりすれば、それこそ大変な事態

になる:原 子炉等規制法や電気事業法の規制を見ると、そ

の点に抜かりはないように見える。実際、今回の火災でも

火災が放射能漏れにつながることはなかった。

今回の火災で明らかになったのは、地震と原発火災がセ

ットで起こることについて、関係者も専門家も、考えが足

りなかったということだ。地震国日本としては、改めて反

省するしかないだろう。

消火配管などの消防用設備等を大地震に遭っても使える

よう耐震対策を強化しておくこと、大地震時に他の役割が

ない専任の自衛消防隊を昼夜を問わず一定程度確保してお

くこと、消火配管が破損しても一定の活動ができるタンク

付き消防車を配備しておくこと、危険物を貯蔵したり取 り

扱ったりしているなら、泡消火設備など危険物火災への対
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応も怠らないこと、万一に備えて消防機関へのホットライ

ンを整備し地震時にも使えるようにしておくことなどは、

「原発」という施設の特性と大地震時の被害の特性を考え

合わせれば当然の基本事項だろう。東電としては、原発が

大地震に遭遇した場合に備えて万全の対策を講じていたつ

もりだったのかも知れないが、「原子力災害」に直結しな

いと考えられる部分については、想像力が不足していた、

といっことだろうか。

柏崎刈羽原発以外でも、これらの整備は十分ではないよ

うだ。原発関係者に、「原子力災害」に比べて火災を軽視

する気持ちはなかったか、よく反省して十分な対策を講じ

るようにしてもらいたいものだ。

消防法|との1関係|

原発の火災対策に関する規制としては、通常の建築物に

対するのと同様の消防法と建築基準法の規市1のほかに、原

子炉等規制法や電気事業法の規制もある。

消防法令では、消防用設備等や自衛消防隊の設置などの

防火安全対策、危険物の保安対策等については、原発につ

いての特別な規制はない。工場や作業場などと同様、法令

上は一般的な最低限の規制に止め、事業所に特別な事情が

あるならその対策は自主的に考えるべき、という考え方だ。

一方、原子炉等規制法や電気事業法の火災対策は 「火災

が原子力災害に結びつかないようにする」というのが主眼

だ。今回の変圧器の火災のようなものは、原子力災害に結

びつくようなものではないため、軽視されて来た火災に属

する。

以上のように、今回の火災で明らかになった問題点は、

消防法も原子炉等規制法や電気事業法も、「自主保安」に

委ねてきた分野だ。「それでは結局だめだった」というこ

となら、新たな規制も選択肢に入ってくる。

今後、前述のような原発火災対策を整備していくにあた

って、一般法である消防法に特別な対策を盛り込んでいく

のは難しいと思う。消防法令は、個々の事業所の特殊性に

応じて特別な規制を盛り込む法体系になっていないし、消

防機関もそんな規制を執行できる体制は持っていないから

だ。ここは、必要なら、特別法である原子炉等規制法の法

体系を中心として整備すべきではなかろうか。

瞭発の耐震基準と柏1崎刈羽原発

今度の地震で柏崎刈羽原発が惨愴たる有様になったの

は、「地震が想定外だったから」ということだ。

しかし、マグニチュード (以下 「M」 という)68の 地

震というのはありふれた地震だ。日本では近海も含めれば

年に数回は発生している。そんな地震が 「想定外」だとい

うのは、想定方法自体が間違っている、ということではな

V かヽ。

原発の耐震性は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針」で定められている。技術の進歩などを踏まえて

原子力安全委員会が2006年に新指針を出したが、柏崎刈羽

原発を含め、ほとんどの原発は旧指針に基づいて建設され

ている。

旧指針の考え方については、拙稿 「原発の耐震性と耐震

基準の見直し (『地水火風』第16回2001年 8月25日 /

httpノ/www.secu354.coip/1oren石oren.htm)」で整理して

いるが、簡単にまとめると以下のようになる。

① その原発が遭遇すると考えられる最大の地震動にも耐

えられるように設計する。

② 「考えられる最大の地震動」は、その地域の過去の地震

のデータ、活断層からの距離、地質構造等から想定する。

③ それらのデータからは大きな地震が想定されなくて

も、原発から10キロメートルの距離で起きるM6.5の地

震には耐えるように設計する。

④ 地震力に対抗できる堅固な構造で固い岩盤の上に直接

建設する。

この方法だと、浜岡原発のように、大きな地震に遭うと

予想されている地域の原発は大きな耐震性能が要求される

が、過去に大きな地震に遭ったことがなく、周辺の地下構

造的にも10キロメートル以内ではM6.5以上の地震が発生

しないと判断される地域の原発には 「それなりの」耐震性

能しか要求されないことになる。

旧指針に基づく柏崎刈羽原発では、近海にあった断層を

見逃したため、結局 「10キロメートル離れたM6.5に耐え

る」という 「それなりの」耐震性能しかなかったようだ。

それが、専門家が連発する 「想定外」の意味だろう。

だが、断層は地表からわかるものだけではない。近くに

あった断層を見逃してしまうことは当然想定しておかなけ

ればならない。見逃した場合の押さえが 「M6.5」だとい

うのでは、普通の人が不安を覚えるのは当然だろう。地震

学者にも、せめて兵庫県南部地震のM7.3くらいは考えて

おくべき、という人はたくさんいる。

|■時||||IⅢ必要ないか
今回、M68深 さ17キロメー トル程度の地震なのに、原

発構内では地下 5階の岩盤上で680ガル (想定値273ガルの
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2.5倍)、地上 1階で2,058ガル (想定値834ガルの

2.5倍)と いう最大加速度を記録した。特定の地点

を特別強い地震動が襲う 「キラーパルス」という

現象が起こった可能性も指摘されている。それで

も 「止める」「冷やす」「閉じ込める」の基本機能

が確実に作動したことはもっと評価されてよいと

思う。だが、「想定外でも事実上大丈夫だった」

というのと、「想定内だったので当然大文夫だっ

た」というのとでは全然違う。

「固い」岩盤上に設置されている本来的に 「固い」

構造物の耐震余裕度は事実上極めて大きいが、

「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」の3機能に

直接関係する部分 (原子炉圧力容器、制御棒、原

子炉格納容器、非常炉心冷却システムなど)の な

かにも、本来 「固くない」ものを無理やり「固く」

作っているものもあるのではないか。そういうも

のが今回のように想定の2.5倍以上の加速度を受け

たとき、まだ余裕があったのだろうか。前述した制御棒の

変形の可能性の問題もある。今後、第三者機関などによる

念入りな調査と分析が必要だろう。

新指針では旧指針の 「M6.5」の考え方は、「震源を事前

に特定できない地震による震源近傍の地震動」という考え

方に変更された。「10キロメートル離れたM6.5」という

「モデル地震」を想定するのでなく、これまでに記録され

た様々な直下型地震の地震動を包括してその敷地の地盤物

性に応じたモデル的な地震動を想定し、この 「モデル地震

動」に耐えられるようにする、という考え方だ。ちょっと

わかりにくくなったが、考え方は妥当だろう。ただ、この

「様々な地震動」としてどのような地震を選ぶのかという

ところが問題で、結局旧指針の 「M6.5」を超える地震は

選ばれていないようなのが気になるところだ。

今回の地震が新指針のモデル地震動を超えているのであ

れば、その理由を検証して新たなモデル地震動に反映して

いく作業が必要になるだろう。

また、今回の地震を契機にもう一度最新の地震理論をお

さらいし、「基準地震動Ss」の妥当性についても検証する

必要があると思う。地震学者のなかには、新指針の基準地

震動についても、「キラーパルス」などの最新の地震理論

を踏まえていないと懸念している人もいるからだ。

経済や電力供給の論理|で耐震基準を決めると

木末11椰猥を撃す●|

耐震基準を検討するにあたって大事なのは、結論から入

新潟県中越沖地震による原発火災と原発の耐震性

原発の耐震基準と柏崎刈羽原発

らないことだ。原発に関しては、「これ以上耐震改修 しな

ければならなくなると、経済上、電力の安定供給上、……、

無理だJと いう結論を先に考えて、実施可能なレベルに線

を引き、そこに合わせて理屈を作る、というアプローチを

してはならない、といっことだ。

「あの程度の地震でもあの程度又はそれ以上の強烈な地震

動が出ることがある」「巨大地震でも理論上新指針の想定

よりさらに強烈な地震動が出ることがある」というのが地

震学者の意見の大勢なら、新指針や耐震基準のクラス分け

などをもう一度見直し、必要な作業をリストアップして、

計画的に耐震改修を始める必要がある。

経済や電力供給の論理で、あるべき地震対策を歪め、

「想定外だがまだ潜在的余裕度の範囲内」ということを続

けると、今度こそ本当に潜在的余裕度を超える地震に襲わ

れたとき、「原子力災害」が現実のものになってしまうか

も知れない。たとえそれが原子力災害としては大したもの

でなくても、政局などの展開次第では将来日本から原発が

失われる方向に向かう可能性だってある。

客観的に見て、少なくとも今世紀の間は、日本には原発

が必要だろう。そのために、今回の 「想定外の地震」の経

験をしっかりと生かしていく必要がある。また、得られた

知見や講じた対策を世界に向けて積極的に発信していくこ

とも、原子力の平和利用や地球温暖化対策に我が国として

貢献する途でもあると思う。

(2006年10月31日記)
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